
 

議 案 第 １ １ ０ 号  

 

 

 

財 産 の 取 得 に つ い て  

次のとおり財産を取得することについて議決を求める。 

１ 財産の種類  備品 

２ 財産の内容  児童・生徒用情報端末等 

３ 設 置 場 所  富士見市立鶴瀬小学校ほか１６校 

４ 取 得 金 額  ６９３，９９０，０００円 

 

 

令和２年１２月３日提出 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘     

 

 

提 案 理 由 

市立小学校及び中学校の児童・生徒用情報端末等として、上記のとおり財産を取得

したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定により、この案を提出します。 

 

 

 

 

 

 


